
科目
資格者
会費

個人事業所
会費

法人事業所
会費

終身会員
会費（年額）

学術
振興費

連盟
終身会員

連盟（年額）
勤務者
会費

自営者
会費

雇用者
会費

A 勤務者
（地域支部所属） 700 ― ― ― 100 400 ― 950 ― ― 2,400 28,800

B 勤務者
（職場支部所属） 700 ― ― ― 100 400 ― 管理者が

負担 ― ― 1,200 14,400

C 個人事業者
（地域支部所属） 700 1,200 ― ― 100 400 ― ― 3,550 ― 6,200 74,400

D 法人事業者
（地域支部所属） 700 ― 2,500 ― 100 400 ― ― 3,550 ― 7,500 90,000

6,200 74,400

＋1,200×人数
＋700×人数（終身）

＋1,200×人数
＋700×人数（終身）

7,500 90,000

＋1,200×人数
＋700×人数（終身）

＋1,200×人数
＋700×人数（終身）

G
終身会員（70歳以上）

（勤務者・退職者）
（地域支部所属）

― ― ― 5,000 ― ― 1,000 450 ― ― 1,200 14,400

H
終身会員（70歳以上）

（勤務者）
（職場支部所属）

― ― ― 5,000 ― ― 1,000
管理者が

負担 ― ― 500 6,000

I 終身会員（70歳以上）
（個人事業者） ― 1,200 ― 5,000 ― ― 1,000 ― 2,250 ― 4,200 50,400

J 終身会員（70歳以上）
（法人事業者） ― ― 2,500 5,000 ― ― 1,000 ― 2,250 ― 5,500 66,000

4,200 50,400

＋1,200×人数
＋700×人数（終身）

＋1,200×人数
＋700×人数（終身）

5,500 66,000
＋1,200×人数

＋700×人数（終身）
＋1,200×人数

＋700×人数（終身）

K

L

E

F

区分

管理者
負担分
×人数

250

管理者が
負担

― ― 1,000 ― 2,250

管理者
負担分
×人数

250

終身会員（70歳以上）
（法人事業者）

（職場支部管理者）
― ― 2,500 5,000

250

法人事業者
（職場支部管理者） 700 ― 2,500

―

― ― 3,550

― 3,550
管理者
負担分
×人数

250
個人事業者

（職場支部管理者）

管理者
負担分
×人数

250

250

（公社）日本歯科技工士会 会費の内訳 （一社）埼玉県歯科技工士会 会費の内訳
日技・県技
年額合計

連盟

250

管理者が
負担

日技・県技
月額合計

700 ― 100

1,000

400

― 1,200 ― ―

― 100 400

1,200 ―

250

250

終身会員（70歳以上）
（個人事業者）

（職場支部管理者）
― 5,000 ― 2,250

250


